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公
共
下
水
道
の
都
市
計
画
上
の
位
置
づ
け

都
市
計
画
で
規
制
・
誘
導
を
図
る
ル
ー
ル
と
し
て
、
『
土
地
利
用
規
制
』
『
都
市
施
設
』
『
市
街
地
開
発
事
業
』
が
あ
り
、

公
共
下
水
道
は
都
市
施
設
の
処
理
施
設
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
都
市
計
画
法
第
1
1
条
第
1
項
第
３
号
）
。

都
市
施
設

交
通
施
設
（
道
路
等
）

公
園
・
緑
地
等
の
公
共
空
地

供
給
施
設
又
は
処
理
施
設

（
下
水
道
等
）

そ
の
他

市
街
地
開
発
事
業

市
街
地
開
発
事
業

・
市
街
地
再
開
発
事
業

・
土
地
区
画
整
理
事
業

な
ど

市
街
地
開
発
事
業
等
予
定
区
域

促
進
区
域

土
地
利
用
規
制

区
域
区
分

・
市
街
化
区
域

・
市
街
化
調
整
区
域

地
域
地
区

・
用
途
地
域

・
特
別
用
途
地
区

・
高
度
地
区

・
防
火
地
域

・
生
産
緑
地
地
区

な
ど

地
区
計
画
等

都
市
施
設
と
は
・
・
・
都
市
で
の
諸
活
動
を
支
え
、
生
活
に
必
要
な
都
市
の
骨
組
み
を
形
作
る
施
設
で

都
市
計
画
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
こ
と
を
「
都
市
施
設
」
と
い
い
ま
す
。
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現
状
【
三
田
市
の
汚
水
の
最
終
処
理
場
】
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現
状
【
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
処
理
区
域
】

≪
拡
大
≫

有
馬
富
士

浄
化
セ
ン
タ
ー

志
手
原

浄
化
セ
ン
タ
ー
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背
景
【
現
状
の
課
題
と
都
市
計
画
変
更
が
必
要
と
な
っ
た
理
由
】

志
手
原
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト

有
馬
富
士
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト

・
平
成
1
3
年
7
月
1
日
か
ら
汚
水
処
理
開
始

・
供
用
開
始
か
ら
2
0
年
以
上
経
過
し
て
お
り
、
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
。

・
平
成
1
4
年
7
月
1
日
か
ら
汚
水
処
理
開
始

・
処
理
区
域
内
人
口
の
減
少
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

・
今
後
の
維
持
管
理
や
設
備
の
更
新
等
に
必
要
と
な
る
費
用
は
増
大
す
る
見
込
み
。

・
処
理
能
力

・
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
比
較

に
つ
い
て
検
討

志
手
原
地
区
処
理
区
域
・
有
馬
富
士
地
区
処
理
区
域

⇒
公
共
下
水
道
に
編
入

・
処
理
能
力
に
問
題
な
し
。

・
経
済
的
に
優
位
と
な
る
。
（
※
利
用
者
に
と
っ
て
、
利
用
方
法
や
使
用
料
に
変
更
な
し
）
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新
た
な
公
共
下
水
道
区
域
に
つ
い
て

 

公
共
下
水
道
区
域
（
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
区
域
）
に
編
入

 

≪
拡
大
≫
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法
定
図
書
等
【
計
画
書
】

２
ペ
ー
ジ
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法
定
図
書
等
【
理
由
書
】

３
ペ
ー
ジ
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法
定
図
書
等
【
計
画
図
】

４
ペ
ー
ジ

-9-



法
定
図
書
等
【
変
更
前
後
対
照
表
(参
考
)】

８
ペ
ー
ジ
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上
位
計
画
等
と
の
関
連
性

🔹
公
共
下
水
道
全
体
計
画

今
回
の
都
市
計
画
変
更
に
合
わ
せ
て
公
共
下
水
道
全
体
計
画
を
変
更
し
整
合
を
図
る
。

🔹
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
（
大
阪
湾
流
総
計
画
）

三
田
市
公
共
下
水
道
に
係
る
流
総
計
画
は
、
大
阪
湾
流
総
計
画
で
定
め
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
す
る
と
、
計
画
汚
水
量
及
び
計
画
汚
濁
負
荷
量
は
流
総
計
画
値
内
に

収
ま
っ
て
お
り
、
整
合
が
図
ら
れ
て
い
る
。

🔹
生
活
排
水
処
理
計
画

今
回
の
都
市
計
画
変
更
に
合
わ
せ
た
生
活
排
水
処
理
計
画
を
変
更
し
整
合
を
図
る
。

（
見
直
し
箇
所
：
計
画
期
間
を
令
和

1
6
年
ま
で
に
変
更
、
人
口
フ
レ
ー
ム
の
変
更
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ン
ト
の
統
廃
合
に
つ
い
て
）
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地
域
説
明
会
の
実
施

●
説
明
会
の
実
施
概
要
及
び
結
果
に
つ
い
て

■
開
催
日
時

令
和
７
年
６
月
１
９
日
（
木
）
１
９
時
～

■
場

所
有
馬
富
士
共
生
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

◆
参
加
者

１
７
名

●
説
明
会
の
周
知
方
法

①
市
役
所
公
告

②
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

③
市
広
報
誌
６
月
号

④
区
域
変
更
す
る
地
区
に
該
当
の
あ
る
区
民
へ
の
回
覧
に
よ
る
通
知

都
市
計
画
変
更
に
係
る
質
問
や
意
見
は
無
し

-12-



変
更
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

変
更
案
作
成

令
和
７
年
１
0
月
下
旬
（
予
定
）

都
市
計
画
の
変
更
告
示

・
県
協
議

・
案
の
縦
覧
、
意
見
書
提
出

令
和
７
年
７
月
３
１
日

三
田
市
都
市
計
画
審
議
会
（
事
前
説
明
）

令
和
７
年
１
０
月
１
７
日
（
予
定
）
三
田
市
都
市
計
画
審
議
会

（
諮
問
・
答
申
）
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事前説明事項 

（説明資料） 

 

【第２号議案】 

 

阪神間都市計画道路（三田幹線ほか３路線）の変更 

（市決定）について 
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≪
変
更
予
定
路
線
≫

①
三
輪
下
田
中
線

②
横
山
天
神
線

③
本
町
西
山
線

④
三
田
幹
線

変
更
箇
所
１

・
三
輪
下
田
中
線
の
一
部
区
間
廃
止

変
更
箇
所
２

・
横
山
天
神
線
の
一
部
区
間
廃
止

変
更
箇
所
３

・
本
町
西
山
線
の
一
部
区
間
廃
止

変
更
箇
所
４

・
三
田
本
町
駅
前
広
場
を
三
田
幹
線
に
追
加

横
山
天
神
線

（一
部
区
間
廃
止
）

三
輪
下
田
中
線

（一
部
区
間
廃
止
）

本
町
西
山
線

（一
部
区
間
廃
止
）

三
田
幹
線
線

（追
加
）

三
田
駅

（
J
R
・
神
戸
電
鉄
）

三
田
市
役
所

市
立
三
田
小
学
校

三
田
こ
ば
と
保
育
園

さ
ん
だ
市
民
セ
ン
タ
ー

市
立
図
書
館

横
山
駅

三
田
本
町
駅

三
田
市
役
所

（
南
分
館
）

②
横
山
天
神
線

③
本
町
西
山
線

位
置

図
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都
市
の
骨
格
を
形
成
し
、
安
全
な
生
活
と
機
能
的
な
都
市
活
動
を
確
保
す
る
た
め
、
都
市
計
画

法
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
た
道
路
で
す
。

都
市
計
画
道
路
の
計
画
区
域
内
で
は
、
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
建
築
行
為
に

一
定
の
制
限
が
か
か
り
ま
す
。

（１
）都
市
計
画
道
路
と
は

（２
）都
市
計
画
道
路
の
役
割

都
市
活
動
を
支
え
、
生
活
者
の
利
便
性
向
上
、
良
好
な
都
市
環
境
の
確
保

〇
都
市
内
の
人
や
車
の
円
滑
な
移
動
を
確
保
す
る
通
行
機
能

〇
広
域
的
な
都
市
間
の
物
資
等
の
移
動
を
支
え
る
通
行
機
能

〇
沿
道
の
土
地
利
用
の
た
め
の
出
入
り
等
の
沿
道
サ
ー
ビ
ス
機
能

〇
景
観
や
街
路
樹
な
ど
の
都
市
環
境
機
能

〇
避
難
路
や
救
援
活
動
の
通
路
と
し
て
の
避
難
・救
援
機
能

〇
火
災
等
の
拡
大
を
防
止
・遅
延
す
る
災
害
防
止
機
能

〇
公
共
交
通
や
上
下
水
道
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
収
容
す
る
機
能

〇
都
市
の
主
軸
と
な
る
骨
格
を
形
成
す
る
機
能

〇
都
市
の
発
展
や
土
地
利
用
を
誘
導
す
る
機
能

〇
宅
地
を
区
画
す
る
街
区
を
形
成
す
る
機
能

交
通
機
能

空
間
機
能

市
街
地
形
成

機
能

変
更
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
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（３
）都
市
計
画
道
路
に
お
け
る
区
域
内
の
建
築
制
限

都
市
計
画
道
路
が
決
定
さ
れ
て
い
る
区
域
内
の
土
地
に
は
、
将
来
道
路
を
建
設
す
る
際
に
大

き
な
支
障
と
な
ら
な
い
建
物
の
み
建
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
制
限
が
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
都
市
計
画
道
路
は
、
将
来
の
事
業
の
円
滑
な
施
行
を
確
保
す
る
た
め
に
法
第
5
3
条
・
法
第

5
4
条
に
よ
る
建
築
制
限
を
行
っ
て
い
る
。
）

▼
計
画
区
域
内
で
の
建
築
制
限
（
法
第
5
3
条
制
限
）

建
築
が
許
可
さ
れ
る
も
の
の
例
(
法
第
5
4
条
許
可
基
準
)

①
階
数
が
2
階
以
下
で
、
か
つ
、
地
階
を
有
し
な
い
も
の

②
主
要
構
造
部
が
木
造
、
鉄
骨
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
な
ど
移
転
や
撤
去
が
容
易
な
も
の

変
更
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
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≪
都
市
計
画
の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
≫

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

（１
）三
田
市
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
変
化

1
）
人
口
の
動
向

▼
区
分
別
人
口
・高
齢
化
率
の
推
移

２
）
D
ID
面
積
及
び
人
口
密
度
の
変
化

▼
三
田
市
の
D
ID
地
区
の
面
積
と
人
口
密
度
の
推
移

３
）
自
動
車
の
地
域
内
や
地
域
間
流
動

※
D
ID
：人
口
密
度
が
4
,0
0
0
人
/
㎢
以
上
の
基
本
単
位
区
が
互
い
に

隣
接
し
、
そ
れ
ら
の
人
口
が
5
,0
0
0
人
以
上
で
あ
る
地
域

で
あ
り
、
都
市
的
な
地
域
の
広
が
り
や
形
を
図
る
目
安
と

し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
O
D
：O
ri
g
in
（起
点
・出
発
点
）
と
D
e
s
ti
n
a
ti
o
n
（終
点
・

目
的
地
）の
略
で
、
あ
る
地
域
を
区
分
（ゾ
ー
ニ
ン
グ
）

し
、
ト
リ
ッ
プ
が
ど
の
ゾ
ー
ン
か
ら
出
発
し
て
ど
の
ゾ

ー
ン
に
到
着
し
た
か
を
、
一
定
の
時
間
内
分
に
ま
と
め

た
も
の
。
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≪
都
市
計
画
の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
≫

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

（２
）三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
に
関
す
る
方
針

1
）
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

J
R
、
神
戸
電
鉄
三
田
駅
前
に
お
い
て
、
市
街
地
再
開
発
事
業
と
都
市
計
画
道
路
駅
前
線
、
駅

前
2
号
線
、
駅
前
3
号
線
の
一
体
的
な
整
備
に
よ
り
、
交
通
機
能
の
増
進
や
歩
行
者
等
の
安

全
・安
心
の
確
保
を
図
り
ま
す
。

2
）
長
期
未
着
手
路
線
の
見
直
し

都
市
計
画
道
路
三
輪
下
田
中
線
、
横
山
天
神
線
に
つ
い
て
は
、
円
滑
な
交
通
処
理
機
能
だ
け

で
な
く
、
沿
道
の
土
地
利
用
へ
の
波
及
効
果
、
災
害
時
の
緊
急
輸
送
路
や
避
難
経
路
、
延
焼
防

止
と
し
て
の
機
能
、
事
業
実
現
性
を
考
慮
し
、
整
備
の
必
要
な
区
間
の
検
証
を
行
い
、
事
業
化

に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
事
業
化
の
見
込
め
な
い
区
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
長

期
未
着
手
路
線
と
併
せ
て
都
市
計
画
の
見
直
し
を
進
め
ま
す
。

-20-



（3
）都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の
必
要
性

（
１
）
三
田
市
の
都
市
計
画
道
路
の
現
状
を
受
け
て

今
後
も
事
業
化
の
見
込
め
な
い
都
市
計
画
道
路
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
更
に
長
期
間
の
建
築
制
限
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

た
め
、
未
着
手
、
概
成
済
の
都
市
計
画
道
路
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
整
備
の
必
要
性
及
び
実
現
性
等
か
ら
総
合
的
に

判
断
し
て
、
整
備
を
必
要
と
し
な
い
路
線
（
区
間
）
に
つ
い
て
は
、
計
画
の
廃
止
や
変
更
を
行
う
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
早
期

の
う
ち
に
不
要
な
制
限
を
解
除
す
る
こ
と
が
必
要
。

（
２
）
三
田
市
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
変
化
を
受
け
て

人
口
や
自
動
車
交
通
量
の
減
少
に
応
じ
た
持
続
可
能
な
道
路
交
通
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
。

（
３
）
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
に
関
す
る
方
針
を
受
け
て

中
長
期
的
な
視
点
に
よ
る
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
、
根
幹
と
な
る
施
設
で
あ
る
都
市
計
画
道
路
の
整

備
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
。 都
市
計
画
道
路
の
必
要
性
を
検
証

都
市
計
画
道
路
の
課
題

社
会
情
勢
の
変
化

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性

≪
都
市
計
画
の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
≫

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）
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≪
都
市
計
画
の
見
直
し
の
考
え
方
に
つ
い
て
≫

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

（１
）基
本
的
な
考
え
方

１
）本
市
の
将
来
都
市
像
を
踏
ま
え
た
見
直
し

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
に
際
し
て
は
、
本
市
の
将
来
都
市
像
を
踏
ま
え
る
た
め
、
「
第
5
次
三
田

市
総
合
計
画
」
（
令
和
4
年
4
月
）
、
「
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
（
令
和
5
年
4
月
）
等
の

上
位
・
関
連
計
画
と
の
整
合
を
図
り
な
が
ら
見
直
し
を
行
う
。

２
）ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
た
見
直
し

本
市
の
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
各
路
線
の
位
置
づ
け
や
都
市
計

画
道
路
網
全
体
の
配
置
状
況
等
、
各
路
線
の
必
要
性
を
検
証
し
、
見
直
し
理
由
を
明
確
に
し
な
が

ら
進
め
る
。

３
）住
民
の
理
解
と
合
意
形
成

都
市
計
画
道
路
は
、
住
民
や
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
都
市
施
設
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
の
必
要
性
や
見
直
し
の
理
由
に
つ
い
て
住
民
へ
の
十

分
な
情
報
提
供
を
行
い
、
合
意
形
成
に
努
め
る
。

４
）関
係
機
関
と
の
協
議
・連
携

地
域
の
実
情
を
最
も
把
握
し
て
い
る
本
市
が
主
体
と
な
り
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
調
整
を
図
り
な

が
ら
見
直
し
を
進
め
る
。

※
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
：令
和
5
年
1
1
月
に
策
定
し
た
「三
田
市
都
市
計
画
道
路
網
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
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≪
都
市
計
画
の
見
直
し
の
考
え
方
に
つ
い
て
≫

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

（２
）見
直
し
検
証
の
流
れ

※
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
フ
ロ
ー
に
示
す
手
順
に
従
っ
て
、
検
証
を
行
っ
た
。

S
T
E
P
１

見
直
し
に
係
る
基
準
条
件
の
整
理

上
位
関
連
計
画
の
位
置
付
け
、
地
域
づ
く
り
の
方
向
性
の
確
認

S
T
E
P
２

客
観
的
な
評
価
項
目
に
よ
る
検
証

交
通
機
能
、
防
災
機
能
、
市
街
地
形
成
機
能
な
ど
の
視
点
で
評
価

代
替
道
路
の
有
無
、
将
来
交
通
量

S
T
E
P
３

地
区
固
有
要
素
に
よ
る
検
証

周
辺
地
域
へ
の
影
響
等
、
存
続
し
た
場
合
で
の
課
題
検
証

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
混
雑
度
等
、
廃
止
し
た
場
合
で
の
課
題
検
証

S
T
E
P
４

存
続
・廃
止
形
態
の
検
討

路
線
機
能
を
踏
ま
え
た
横
断
面
構
成
の
検
証

都
市
計
画
道
路
網
と
し
て
の
不
連
続
発
生
に
対
す
る
判
断

存
続
候
補

（現
計
画
の
ま
ま
）

変
更
候
補

ル
ー
ト
、
幅
員
の
変
更

廃
止
候
補
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都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

▼
都
市
計
画
道
路
見
直
し
方
針
図

見
直
し
方
針

理
由

①
-1

①
-2

②
-1

存
続
（
継
続
検
討
）

対
象
区
間
が
概
成
済
と
な
っ
て
お
り
、
本
路
線
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
を
踏

ま
え
た
幅
員
構
成
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
対
象
区
間
に
J
R
宝
塚
線
と

の
交
差
が
あ
り
、
新
設
（
改
良
）
す
る
道
路
は
、
立
体
交
差
で
の
計
画
と
す

る
必
要
（
道
路
法
第
3
1
条
：
道
路
と
鉄
道
の
交
差
）
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
計
画
を
存
続
と
は
す
る
が
、
J
R
宝
塚
線
と
立
体
交
差
す
る

計
画
は
、
縦
断
線
形
等
の
道
路
構
造
上
の
課
題
や
沿
道
施
設
立
地
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
「
存
続
（
継
続
検
討
）
」
と
し
、
継
続
し
て
関
係
機

関
と
協
議
・
調
整
を
進
め
て
い
く
区
間
と
す
る
。

②
-2

変
更

対
象
区
間
が
概
成
済
と
な
っ
て
お
り
、
本
路
線
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
を
踏

ま
え
た
幅
員
構
成
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
「
変
更
」
と
す
る
。

③
-1

廃
止

廃
止
に
よ
る
周
辺
路
線
の
交
通
容
量
に
問
題
が
な
い
た
め
、
「
廃
止
」
と
す

る
。

③
-2

存
続

ま
ち
な
か
の
回
遊
性
向
上
等
、
三
田
駅
周
辺
の
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
空
間
形
成

に
寄
与
す
る
区
間
で
あ
る
た
め
、
「
存
続
」
と
す
る
。

③
-3

廃
止

廃
止
に
よ
る
周
辺
路
線
の
交
通
容
量
に
問
題
が
な
い
こ
と
に
加
え
、
対
象
区

間
に
神
戸
電
鉄
三
田
線
と
の
交
差
が
あ
り
、
整
備
に
あ
た
っ
て
鉄
道
の
付
け

替
え
が
発
生
し
、
他
施
設
へ
の
影
響
が
大
き
い
た
め
、
「
廃
止
」
と
す
る
。

④
-1

廃
止

廃
止
に
よ
る
周
辺
路
線
の
交
通
容
量
に
問
題
が
な
い
こ
と
に
加
え
、
対
象
区

間
に
神
戸
電
鉄
三
田
線
と
の
交
差
が
あ
り
、
整
備
に
あ
た
っ
て
は
縦
断
線
形

等
の
道
路
構
造
上
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
「
廃
止
」
と
す
る
。

④
-2

存
続

都
市
の
骨
格
の
形
成
に
寄
与
す
る
区
間
で
あ
り
、
地
区
内
の
自
転
車
・
歩
行

者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
連
続
性
に
寄
与
す
る
区
間
で
あ
る
た
め
、
「
存
続
」
と

す
る
。

本
町
西
山
線

⑤
廃
止

廃
止
に
よ
る
周
辺
路
線
の
交
通
容
量
に
問
題
が
な
い
た
め
、
「
廃
止
」
と
す

る
。

三
輪
下
田
中
線

横
山
天
神
線

路
線
名
（
対
象
区
間
）

国
道
線

変
更

全
区
間
が
概
成
済
と
な
っ
て
お
り
、
本
路
線
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
を
踏
ま

え
た
幅
員
構
成
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
「
変
更
」
と
す
る
。

古
城
線
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1
0
、
1
1
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）
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都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

≪
変
更
前
後
対
照
表
≫

1
5
、
1
6
ペ
ー
ジ
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1
2
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）
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都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

1
3
ペ
ー
ジ
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①
市
役
所

公
告

②
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
広
報
さ
ん
だ
６
月
号
へ
の
掲
載

③
廃
止
区
間
に
該
当
す
る
区
長
及
び
区
民
へ
の
回
覧
に
よ
る
通
知

④
三
田
市
商
工
会
へ
の
文
書
配
布

⑤
既
成
市
街
地
内
の
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
に
影
響
の
あ
る
商
店
組
合
へ
の
文
書
配
布

(車
瀬
橋
商
店
街
、
本
町
セ
ン
タ
ー
街
、
中
町
商
店
街

)

⑥
都
市
計
画
の
変
更
（
素
案
）
に
お
い
て
廃
止
区
間
と
し
て
い
る
都
市
計
画
道
路
の
区
域

内
の
利
害
関
係
人
へ
の
文
書
の
個
別
郵
送

≪
説
明
会
の
実
施
に
つ
い
て
≫

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

（１
）説
明
会
の
周
知
方
法

-29-



≪
説
明
会
の
実
施
に
つ
い
て
≫

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

（２
）説
明
会
の
実
施
概
要
及
び
結
果
に
つ
い
て

■
開
催
日
時

令
和
７
年
７
月
１
０
日
（
木
）

1
9
：

0
0
～

2
0
：

0
0

場
所

三
田
市
役
所

参
加

者
１
１
名

■
開
催
日
時

令
和
７
年
７
月
１
２
日
（
土
）

1
７
：

0
0
～
１
８
：

0
0

場
所

二
番
区
新
町
公
会
堂

参
加

者
４
名

■
開
催
日
時

令
和
７
年
７
月
１
２
日
（
土
）

1
9
：

0
0
～

2
0
：

0
0

場
所

ま
ち
づ
く
り
協
働
セ
ン
タ
ー

参
加

者
７
名

■
開
催
日
時

令
和
７
年
７
月
１
３
日
（
日
）

1
9
：

0
0
～

2
0
：

0
0

場
所

さ
ん
だ
市
民
セ
ン
タ
ー

参
加

者
１
２
名

■
そ
の
他

◇
説
明
会
動
画
の
閲
覧
件
数

３
４
件
（
令
和

7
年

7
月
１
７
日
時
点
）
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説
明
会
に
お
け
る
質
疑
・
回
答
の
概
要

都
市
計
画
の
変
更
素
案

第
２
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
道
路
（
三
田
幹
線
ほ
か
３
路
線
）

N
o
.

質
疑

市
の
回
答
（
考
え
方
）

１

都
市
計
画
道
路
横
山
天
神
線
の
廃
止
に
つ
い
て
、
見
直
し
（
存

続
）
て
い
た
だ
き
た
い
。
周
辺
道
路
が
抜
け
道
と
し
て
頻
繁
に

使
わ
れ
て
お
り
、
交
通
量
の
改
善
と
通
学
路
の
安
全
対
策
を
検

討
い
た
だ
き
た
い
。

交
通
量
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
1
年
頃
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
減
少
傾
向
に
あ
る
。
将
来

の
道
路
網
に
つ
い
て
も
検
証
を
実
施
し
て
お
り
、
周
辺
道
路
の
混
雑
は
無
く
円
滑
に

走
行
で
き
る
も
の
と
推
測
し
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
度
の
都
市
計
画
道
路

の
廃
止
に
よ
る
過
度
な
混
雑
は
発
生
せ
ず
、
交
通
需
要
に
影
響
な
い
と
判
断
し
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、
通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
道
路
整
備
担
当
部
署
で
学
校
等
と
連
携

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
、
ご
意
見
と
し
て
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

2

三
田
駅
前
再
開
発
の
影
響
（
交
通
量
の
増
加
）
は
考
慮
し
て
い

る
の
か
。

三
田
駅
前
再
開
発
な
ど
を
踏
ま
え
た
将
来
交
通
需
要
を
予
測
し
、
検
証
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

3

三
田
本
町
駅
前
広
場
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の
整
備
が
必
要
な

の
か
。

三
田
本
町
駅
前
広
場
に
つ
い
て
は
、
既
に
整
備
済
み
で
あ
り
、
今
後
、
整
備
予
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
は
、
都
市
計
画
上
の
区
域
変
更
に
関
す
る
内
容
と
な
り
ま
す
。

4

な
ぜ
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
見
直
し
と
な
っ
た
の
か
。

こ
れ
ま
で
に
も
適
宜
見
直
し
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
前
回
の
見
直
し
か
ら
1
0
年

が
経
過
し
た
こ
と
を
受
け
、
集
大
成
と
な
る
大
規
模
な
都
市
計
画
事
業
で
あ
る
「
三

田
駅
前
C
ブ
ロ
ッ
ク
再
開
発
事
業
」
の
着
手
に
伴
い
、
ま
ち
づ
く
り
を
踏
ま
え
た
将
来

交
通
需
要
等
を
一
定
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
都
市
計
画

道
路
の
見
直
し
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

5

存
続
区
間
に
土
地
を
所
有
し
て
お
り
、
今
後
の
事
業
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
示
し
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

現
時
点
に
お
い
て
は
、
事
業
実
施
時
期
は
未
定
で
す
。
た
だ
、
今
後
、
存
続
と
な
る
各

路
線
の
事
業
の
優
先
順
位
等
に
つ
い
て
精
査
を
行
い
、
都
市
計
画
道
路
の
整
備
時

期
に
つ
い
て
は
、
随
時
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

6

三
輪
下
田
中
線
の
存
続
区
間
は
な
ぜ
「
存
続
」と
な
っ
た
の
か
。
三
田
駅
前
再
開
発
を
進
め
る
中
で
、
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
の
回
遊
性
の
向
上
と
い
う

視
点
で
、
周
辺
の
街
の
活
性
化
や
に
ぎ
わ
い
に
資
す
る
空
間
形
成
に
寄
与
す
る
も
の

と
考
え
、
「存
続
」と
し
た
。
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素
案
の
作
成

県
協
議

案
縦
覧
(意

見
書
提
出
)（

令
和
7
年
9
月
上
旬
予
定
）

都
市
計
画
の
決
定
告
示

（
令
和
7
年
1
0
月
下
旬
(予

定
)）

素
案
説
明
会
（
令
和
7
年
7
月
1
0
日
、
7
月
1
2
日
（
２
回
）
、

7
月
1
3
日
の
計
４
回
開
催
）

市
都
市
計
画
審
議
会
（
諮
問
）

（
令
和
7
年
1
0
月
1
7
日
(予

定
)）

原
案
の
作
成

市
都
市
計
画
審
議
会
（
事
前
説
明
）
（
令
和
7
年
7
月
３
１
日
）

都
市
計
画
手
続
き
の
流
れ
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